
野木町人事行政運営等の状況の公表 

 
野木町の規定に基づき、平成１８年度の野木町の職員人事行政等について、お知らせし

ます。 

 

１．職員の任免及び職員数に関する状況 

 

●職員の任用については、選考による任用と競争試験による任用があります 

 

【選考による任用】 

・係長以上の職又はこれに相当するものと町長が認める職 

・単純な労務職（運転手、用務員等） 

・法令上の資格若しくは技能等を必要とする職（保健師、栄養士、保育士等） 

 
【競争試験による任用】 

・競争試験は小山ブロック市町等職員採用試験事務共同実施協議会に委託しています。 

・選考による任用する職以外の職（事務職等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



●在職・昇任の状況（一般行政職・年齢別人員）   （平成１９年１月１日現在） 
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６０  １    １
５９    １  １
５８ ３   １  ４
５７ １ ２    ３
５６ ２ １ １   ４
５５ ４     ４
５４ ２ ３  ２  ７
５３ ６ ２  １  ９
５２ １ ４ １ ３  ９
５１  ７  ２  ９
５０  ３ ２   ５
４９  １ ７ ３  １１
４８  １ １ ４  ６
４７   ４  １  ５
４６   ２ ３  ５
４５    ８  ８
４４    ２  ２
４３   １ ３  ４
４２    ２  ２
４１    ２  ２
４０    ２  ２
３９    ３  ３
３８    ６  ６
３７    １  １
３６    ５ １  ６
３５    ４ １  ５
３４    ４ ２  ６
３３    １ ４  ５
３２     ５  ５
３１     １ ２ １ ４
３０     ３  ３
２９     １ １ １ ３
２８     ２  ２
２７     ２ １ １ ４
２６     １ １  ２
２５     ２ １  ３
２４     ２ １ ３
２３      ０
２２      ０
２１      ０
２０      ０
１９      ０
１８      ０
合 計 １９  ２５ １９ ６３ １８ １２ １ ３ ０ ４ １６４



●職員数・定員管理の状況 

 

部門別職員数の状況                     （各年４月１日現在） 

職員数 

部門 区分 平成 

１７年 

平成 

１８年 

対前年

増減数
主な増減理由 

議会 

総務 

税務 

労働 

農林水 

商工 

土木 

民生 

衛生 

３ 

３９ 

１３ 

０ 

１２ 

２ 

１９ 

２５ 

１６ 

３

３９

１３

０

１１

２

１９

２３

１５

０

０

０

０

▲１

０

０

▲２

▲１

 

 

 

 

欠員不補充 

 

 

欠員不補充、事務統合 

欠員不補充 

一
般
行
政
部
門 

小 計 １２９ １２５ ▲４

<参考> 

人口 1,000 人当たり職員数 4.78 人 

（類似団体の人口 1,000 人当たり職員数

5.46 人） 

教育部門  ５０ ５１ １ その他 

消防部門 ０ ０ ０  

普
通
会
計
部
門 

小 計 １７９ １７６ ▲３

<参考> 

人口 1,000 人当たり職員数 6.72 人 

（類似団体の人口 1,000 人当たり職員数

7.39 人） 

水道 

下水道 

その他 

６ 

８ 

８ 

６

８

８

０

０

０

 

 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 小 計 ２２ ２２ ０  

合  計 
２０１ 

〔２３８〕 

１９８

〔２３８〕
▲３

<参考> 

人口 1,000 人当たり職員数 7.56 人 

 

(注)１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

２〔 〕内は、条例定数の合計である。 

 

 

 

 

 



定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

 

①定員適正化目標 

計 画 期 間 数 値 目 標

始期 終期 

１４年度 １８年度 
２０２ 

 

②平成２２年度４月１日現在における定員の数値目標 

 ２０１名（平成２８年までに団塊世代の定年退職者を含め職員が８６名退職予定であり、組織の 

機能維持を図るには、今後計画的な職員補充をしなければ行政運営に深刻な支障をきたすことが予

想されます。よって、本町においては計画的な職員の補充を図りつつ、１０年後を見据えた数値目

標を約１２％の減とし、できる限りの削減を図っていきます。） 

 

●職員の離職状況 

・ 定年退職者数 ２人 

・ 普通退職者数 ２人 

・ 死亡退職者数 ０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況 

 
①人件費の総額（平成１８年度一般会計決算） 

人口平成１８年 

３月３１日現在 
歳 出 額 人 件 費 人 件 費 率 

25,878 人 7,246,424 千円 1,580,908 千円 21.8％ 

 

※人件費には、一般職員のほか町長等特別職、議会議員、各種行政委員会等の特別職に

支給される給料、報酬等が含まれています。 

 
②一般職員の給与費（平成１８年度一般会計当初予算） 

給 料 695,157 千円

職 員 手 当 91,374 千円

期末勤勉手当 292,979 千円

合 計 1,079,510 千円

 
③特別職の報酬、手当（平成１８年４月１日現在） 

区      分 給 料 月 額 等 

町     長 ５４６，０００円 

助     役 ５８９，０００円 給 料 

収  入  役 ５７０，０００円 

議     長 ３５０，０００円 

副  議  長 ２８０，０００円 報 酬 

議     員 ２６０，０００円 

町     長 

助     役 

収  入  役 

６月期 ２．１ 月分 

１２月期 １．７５月分 

計 ３．８５月分 

町     長 

助     役 

収  入  役 

６月期 １．６ 月分 

１２月期 １．７５月分 

期 末 手 当 

計 ３．３５月分 

 

 

 

 



④職員の平均給料月額及び平均年齢（平成１８年４月１日現在） 

区 分 平 均 給 料 月 額 平 均 年 齢 

一般行政職（事務職員、技術職員） 359,500 円 ４３．１歳 

技能労務職（運転手、調理員） 263,700 円 ５０．５歳 

 
 
⑤職員の初任給（平成１８年４月１日現在） 

区 分 支 給 額 

大 学 卒 170,200 円
一般行政職 

高 校 卒 138,400 円

技能労務職 高 校 卒 135,600 円

 
 
⑥職員の経験年数別・学歴別給料月額（平成１８年４月１日現在） 

区 分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 30 年 

大学卒 263,350 円 320,900 円 357,600 円 一
般
行
政
職 高校卒  275,800 円 335,400 円 

 
 
⑦一般行政職の級別職員数の状況（平成１８年４月１日現在） 

区分 標準的な職務 職員数 構成比 

１級 主事・技師・主事補・技師簿 ４人 ３．１％ 

２級 主事・技師 ８人 ６．３％ 

３級 主査 １４人 １１．０％

４級 主任 ４６人 ３６．２％

５級 係長・課長補佐 ３８人 ２９．９％

６級 課長 １７人 １３．４％

 
 
 
 
 
 



⑧職員の手当状況（平成１８年４月１日現在） 

区 分 内      容 

扶養手当 

配偶者 

第２子まで 

その他の扶養親族 

１６歳から２２歳の子１人につき 

13,500 円 

6,000 円 

5,000 円 

5,000 円加算 

通勤手当 
公共交通機関利用 

自家用車など利用 

運賃相当額 

２km 以上 2,000 円から 

借 家 家賃に 27,000 円以内 
住居手当 

持 家 新築・購入から５年間 2,500 円 

支 給 月 期 末 手 当 勤 勉 手 当 

６月期 

１２月期 

計 

１．４月分 

１．６月分 

３．０月分 

０．７１月分 

０．７１月分 

１．４２月分 

期末勤勉 

手  当 

職制上の段階、勤務の級等による加算措置があります。 

勤 続 年 数 自 己 都 合 定 年 

２０年 

２５年 

３５年 

最高限度額 

２３．５０月分

３３．５０月分

４７．５０月分

５９．２８月分

３０．５５月分 

４１．３４月分 

５９．２８月分 

５９．２８月分 

退職手当 

定年前早期退職特別措置があります。 

 
職員全体に占める手当支給職員の割合 7.6％ 

支給対象職員１人当たり支給年額 48 千円 
特  殊 

勤務手当 
手当の種類（手当数） 6 

支給総額 33,881 千円 
１６年度

職員１人当たり支給年額 167 千円 

支給総額 34,503 千円 

時 間 外 

手  当 
１７年度

職員１人当たり支給年額 193 千円 

 
⑨ 勤務時間の状況（平成１８年１０月１日～現在） 

 ・始業終業時間 午前８時３０分～午後５時３０ 

  ※勤務の特殊性がある場合は、別に勤務時間を定めます。 

 ・休憩時間   午後１２時００分～午後１時 

 
⑩ 年次有給休暇 

  ・一の年度において、２０日以内 

  ・取得状況 平均使用日数１０．２日 

 



⑪特別休暇 

【概要】特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由によ

り勤務しないことが相当と認められる場合における休暇 

・取得状況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫育児休業及び部分休業 

【概要】子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を増進するとともに、行

政の円滑な運営に資することを目的とする制度 

・育児休業利用状況 

１人（生後３年に達しない子を養育している職員） 

・部分休業利用状況 

無 (３歳に満たない子を養育している職員が復職した場合に取得できる・勤務しない時

間給与減額） 

 
⑬介護休暇 

【概要】職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母の負傷、疾病又は老齢により日常生活を

営むのに支障があるものの介護で、勤務しないことが相当と認められる場合で、その勤務

しない時間につき給与減額をする制度 

・取得状況  ０件 

 

⑭病気休暇 

【概要】職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で、その勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合 

・取得状況  ６０人   

 

休 暇 の 原 因 人 数 

骨髄移植のための骨髄液提供登録 ０人

結婚休暇 ０人

妊娠、出産後の健康診査 ３人

６週間以内に出産予定 ０人

出産 ０人

１歳未満の子の授乳等 ０人

出産の立ち会い ２人

未就学児の看護 ３人

忌引 １９人

夏期休暇 １７８人



３．職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分 

①分限処分制度の概要 

  地方公務員法第２８条第３項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職

をさせることができる制度 

②分限処分の状況 休職 １件 

 

（２）懲戒処分 

 ①懲戒処分の概要 

地方公務員法第２９条第４項の規定に基づき、戒告、減給、停職及び免職の処分を

する制度 

②懲戒処分の状況 減給 ２件 免職 １件 

 

４．職員の服務の状況 

（１）服務規律の概要 

   全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、誠実かつ公正に職務に専念する

規律 

 

（２）服務規律の確保のために 

   ・地方公務員として相応しい接客等を行うために野木町職員接遇マニュアルの実施 

・野木町人材育成基本方針の実施 

 

５．職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（１）研修の実施状況 

区    分 受講者数（人）

小山地区職員研修協議会研修      ４４ 

栃木県市町村職員研修協議会研修      １１ 

その他     １９９ 

 

（２）勤務成績の評定の実施状況 

   野木町人材育成基本方針の中の人事評価制度に基づき、平成１８年度から実施して

います。 

 
 
 
 



６．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）職員の健康の保持増進対策 

   ・健康診断  一般健康診断・がん検診 

・メンタルヘルス対策  カウンセリングの実施 

 

 （２）労働安全衛生に関する事項 

   ・野木町職員安全衛生管理委員会の設置 

 

 （３）災害補償の実施状況 

  ①公務災害補償制度の概要  

   地方公務員法第４５条第１項の規定に基づき、職員が公務により死亡、負傷若しく

は疾病し、または障害状態になった場合において、補償する制度 

②認定件数 １件 

 

７．勤務条件に関する措置の要求の状況 

  係属事案はなく、平成１８年度に新たな措置要求はなかった。 

 

８．不利益処分に関する不服申し立ての状況 

  係属事案はなく、平成１８年度に新たな不服申し立てはなかった。 

 
 


